
□急傾斜地崩壊危険区域の指定（帯広建設管理部所管） 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和45年3月31日告示第711号） 

９ 二見町急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から13号までを順次結んだ線及び標柱１号と13号を

結んだ線とによって囲まれた区域 

  

   郡市 町村 字 地番 標柱番号  

   広尾 広尾 会所前 191番地先道路敷地 １  

   同 同 同 23の１ ２  

   同 同 同 21の３ ３  

   同 同 同 18の２ ４  

   同 同 同 17の３ ５  

   同 同 同 17の２ ６  

   同 同 同 17の５ ７  

   同 同 同 191 ８  

   同 同 会所通 15 ９  

   同 同 同 22 10  

   同 同 同 27 11  

   同 同 同 191 12  

   同 同 同 191 13  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和46年3月31日告示第1003号） 

５ 広尾町海岸町急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から18号までを順次結んだ線及び標柱１号と18号を

結んだ線とによって囲まれた区域 

  

   郡市 町村 字 地番 標柱番号  

   広尾 広尾 会所前 13の２ １  

   同 同 同 167の１ ２  

   同 同 同 11 ３  

   同 同 同 10の３ ４  

   同 同 同 ８の４ ５  

   同 同 同 ７の３ ６  

   同 同 同 １ ７、11  

   同 同 同 国道236号線道路敷境界線 ８、９、10  

   同 同 同 ２の２ 12  

   同 同 同 ５の１ 13  

   同 同 同 ５の５ 14  

   同 同 同 12の１ 15、16  



   同 同 同 12の１地先国有地 17  

   同 同 同 17の５ 18  

 

６ 広尾町入舟町急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から９号までを順次結んだ線及び標柱１号と９号を

結んだ線とに囲まれた区域並びに標柱10号から24号までを順次結んだ線及び標柱10号と24号を

結んだ線とに囲まれた区域 

  

   郡市 町村 字 地番 標柱番号  

   広尾 広尾 茂寄 467の68 １  

   同 同 同 467の69 ２  

   同 同 同 467の74 ３  

   同 同 同 467の１ ４、５  

   同 同 同 467の122 ６、８、９、10、

13、14、15、16、

17、18、19、22、

23、24、 

 

   同 同 同 467の84 ７  

   同 同 同 467の38 11  

   同 同 同 467の22地先道路敷地 12  

   同 同 同 467の45 20  

   同 同 同 467の46 21  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和52年6月6日告示第1683号） 

４ 浦幌町浜厚内急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から９号までを順次結んだ線及び標柱１号と９号を

結んだ線によって囲まれた区域 

  

 郡市 町村 字 地番 標柱番号  

 十勝郡 浦幌町 チプネオコツペ 11の９ １  

 同 同 同 12の１ ２  

 同 同 同 12の３ ３  

 同 同 同 １の１ ４  

 同 同 同 ７ ５  

 同 同 同 12の３地先海浜地 ６  

 同 同 同 11の18地先海浜地 ７  

 同 同 同 11の18 ８  

 同 同 同 11の16 ９  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和58年6月27日告示第1252号） 



４ 広尾町入舟町（その２）急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱１号と標

柱12号を結んだ線によって囲まれた区域 

  

   郡市 町村 字 地番 標柱番号  

   広尾郡 広尾町 東１条５丁目 ２地先道路敷 １  

   同 同 同  ６丁目 ２ ２  

   同 同 同  ７丁目 ９ ３  

   同 同 同 ３ ４  

   同 同 同  ８丁目 ２ ５  

   同 同 同 １ ６  

   同 同 同  ７丁目 ７の２ ７  

   同 同 同 ９ ８  

   同 同 同 ９地先道路敷 ９  

   同 同 会所前３丁目 20 10  

   同 同 同 19 11  

   同 同 同 10 12  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成1年8月31日告示第1382号） 

音更木野西４急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱７号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

７号とを結んだ線によって囲まれた区域 

  

 郡 町 字 地番 標柱番号  

 河東郡 音更町 木野西通４丁目 ２番１ １  

 同 同 鈴蘭公園 ２番１ ２、３  

 同 同 同 木野西通４丁目２番17

地先道路敷地 

４  

 同 同 木野西通４丁目 ２番22 ５、６  

 同 同 同 ２番18 ７  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成7年4月21日告示第636号） 

広尾音調津急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

12号とを結んだ線によって囲まれた区域 

  

   郡 町 字 地番 標柱番号  

   広尾郡 広尾町 音調津 694番２ １  

   同 同 同 694番８ ２  

   同 同 同 694番１ ３、４  



   同 同 同 106番１ ５、６  

   同 同 同 117番１ ７  

   同 同 同 713番３ ８  

   同 同 同 106番13 ９  

   同 同 同 106番５ 10  

   同 同 同 694番６ 11  

   同 同 同 693番11 12  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成8年10月29日告示第1654号） 

音更神田急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱７号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

７号を結んだ線によって囲まれた区域 

  

   郡市 町村 字 地番 標柱番号  

   河東郡 音更町 南鈴蘭南１丁目 ９番地先国有地 １  

   同 同 南鈴蘭北１丁目 １番１ ２、３、４、５  

   同 同 木野西通７丁目 ５番９ ６  

   同 同 同 ５番地先国有地 ７  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成8年12月13日告示第1900号） 

本別向陽町急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱７号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

７号を結んだ線によって囲まれた区域 

  

   郡市 町村 字 地番 標柱番号  

   中川郡 本別町 東町 16番１ １  

   同 同 同 14番３ ２  

   同 同 同 14番２ ３、４  

   同 同 向陽町 68番４ ５  

   同 同 同 67番２ ６  

   同 同 東町 11番２ ７  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成12年5月26日告示第969号） 

音更神田その２急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱４号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

４号とを結んだ線によって囲まれた区域 

  

   郡市 町 字 地番 標柱番号  

   河東郡 音更町 南鈴蘭北１丁目 １番１ １、２、３、４  

 



○急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成16年12月24日告示第1006号） 

広尾二見町その２地区急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱16号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

16号とを結んだ線によって囲まれた区域 

  

 郡市 町 大字 字 地番 標柱番号  

 広尾郡 広尾町   会所前２丁目 85―１ １、16  

 同 同   会所通 12―７ ２  

 同 同   同 22―１ ３、14  

 同 同   同 22―１地先道路敷 ４  

 同 同   同 27―１ ５、６  

 同 同   同 27―１地先道路敷 ７、８、10  

 同 同   会所前２丁目 50、82 ９  

 同 同   会所通 27―１地先国有地 11、12  

 同 同   同 27―６ 13  

 同 同   同 15―２ 1５  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（令和1年9月24日告示第633号） 

音更宝来南２条６丁目地区急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

９号とを結んだ線によって囲まれた区域 

  

 郡 町 字 地番 標柱番号  

 河東郡 音更町 ひびき野東町一丁目 ３番12 １  

 同 同 宝来南二条六丁目 １番３ ２  

 同 同 同 同 ３  

 同 同 同 同 ４  

 同 同 宝来南二条七丁目 １番３ ５  

 同 同 同 １番17地先道路敷地 ６  

 同 同 ひびき野東町二丁目 13番 ７  

 同 同 同 16番 ８  

 同 同 同 14番 ９  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（令和４年８月26日告示第474号） 

音更宝来本通６丁目１地区急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

８号とを結んだ線によって囲まれた区域 

 

 郡 町 字 地番 標柱番号  

 河東郡 音更町 宝来本通６丁目 ２番４ １  



 同 同 同 ２番31 ２  

 同 同 同 ２番36 ３  

 同 同 宝来南１条６丁目 １番２ ４  

 同 同 同 １番１ ５  

 同 同 同 １番５ ６  

 同 同 宝来東町南２丁目 35番 ７  

 同 同 同 26番１ ８  

 

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（令和６年３月26日告示第168号） 

 音更宝来本通６丁目１その２地区急傾斜地崩壊危険区域 

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次結んだ線及び標柱１号と標柱

８号とを結んだ線によって囲まれた区域 

 

 郡 町 字 地番 標柱番号  

 河東郡 音更町 宝来東町南２丁目 39番 １  

 同 同 宝来南１条６丁目 １番23 ２  

 同 同 同 １番10 ３  

 同 同 同 同 ４  

 同 同 同 １番30 ５  

 同 同 同 １番75 ６  

 同 同 同 １番13 ７  

 同 同 宝来東町南２丁目 29番３ ８  

 


